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定款一部変更並びに社外取締役及び補欠監査役の選任に関するお知らせ 
 
平成27年５月26日開催の当社取締役会において、平成27年６月25日開催予定の第20期定時株主総

会に、下記のとおり定款一部変更並びに社外取締役１名及び補欠監査役１名の選任に関する各議案

を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 
 

記 
 
１．定款一部変更 

（１）変更の理由 

平成 27 年５月１日施行の「会社法の一部を改正する法律」（平成 26 年法律第 90 号）に

おいて、定款の定めにより業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間で責任限定契約

を締結することが認められたことに伴い、それらの取締役及び監査役が、その期待される役

割を十分に発揮できるよう、定款第 30 条第２項を新設するとともに、定款第 40 条第２項の

規定を変更するものであります。 

なお、定款第 30 条第２項の新設に関しましては、各監査役の同意を得ております。 

（２）変更の内容 

変更の内容は次のとおりであります。           （下線部は変更部分です） 

現行定款 変更案 

（取締役の責任免除） 

第 30 条（条文省略） 

（新設） 

（取締役の責任免除） 

第 30 条（現行どおり） 

２．当会社は、会社法第４２７条第１

項の規定により、取締役（業務執行

取締役等であるものを除く。）との

間に、任務を怠ったことによる損害

賠償責任を限定できる契約を締結す

ることができる。ただし、当該契約

に基づく責任の限度額は、法令が規

定する額とする。 

第31条～第41条（条文省略） 第31条～第41条（現行どおり） 

（監査役の責任免除） 

第 42 条（条文省略） 

２．当会社は会社法第４２７条第１項

の規定により、社外監査役との間に

任務を怠ったことによる損害賠償責

任を限定する契約を締結することが

できる。ただし、当該契約に基づく

責任の限度額は、法令が規定する額

とする。 

（監査役の責任免除） 

第 42 条（現行どおり） 

２．当会社は会社法第４２７条第１項の

規定により、監査役との間に任務を

怠ったことによる損害賠償責任を限

定する契約を締結することができ

る。ただし、当該契約に基づく責任

の限度額は、法令が規定する額とす

る。 

第43条～第51条（条文省略） 第43条～第51条（現行どおり） 



（３）日程 

定款変更のための株主総会開催日 平成 27 年６月 25 日（予定） 

定款変更の効力発生日      平成 27 年６月 25 日（予定） 

 

２．社外取締役の選任 

（１）社外取締役候補者 

氏名 

（生年月日） 
略歴 

及川
おいかわ

 善
よし

雅
まさ

 

（昭和 33 年１月 27 日） 

昭和 54 年７月 有限会社五善商事入社 

平成 ３年６月 株式会社コスモ測量入社 

平成 ４年９月 株式会社コスモトレーディング入社 

平成 10 年４月 株式会社ブレス設立 代表取締役（現任）

 

（２）社外取締役候補者選任の理由 

及川善雅氏は、企業経営者としての豊富な経験とその経験を通して培われた幅広い識見を

有しております。当社の今後の事業戦略に様々な観点から助言をいただくことができると判

断し、社外取締役候補者といたしました。 

 

３．補欠監査役の選任 

（１）補欠監査役候補者 

氏名 

（生年月日） 
略歴 

加藤
か と う

 丈
たけ

尚
ひさ

 

（昭和 52 年３月２日） 

平成 16 年２月 加藤税務会計事務所入所 

平成 26 年 7 月 上名古屋税理士法人入社（現任） 

 

（２）補欠監査役候補者選任の理由 

加藤丈尚氏は、税理士の補助者として高度な専門知識と経験を有しており、その知識と経

験を当社の監査に反映していただくことを期待し、補欠監査役候補者といたしました。 

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。 

以上 


